
警察庁

平成24年度税制改正要望

１ 要望項目

下記の軽油引取税の課税免除の特例（平成23年度までの時限）につ

いて、３年間の延長を要望するもの。

（１）警察用船舶の動力源

（２）警察通信施設の非常電源

（３）自動車教習用車両の動力源

２ 趣旨

警察活動の充実を図り、国民の安全・安心の確保に資する。また、

教習用車両については、国民の免許取得を支援し地域の交通安全の確

保を図る。

３ 減収見込額

（１）警察用船舶の動力源 約 112百万円

（２）警察通信施設の非常電源 約 0.5百万円

（３）自動車教習用車両の動力源 約 12.4百万円

（参考）各制度の概要

（1） 警察用船舶の動力源

○ 地方税法上、船舶の動力源に供する軽油の引取りは免税。

○ 警察では、水上警察活動用船舶の燃料が対象。

（2） 警察通信施設の非常電源

○ 地方税法上、公用施設の電源等の用途で政令で定めるものに供する軽

油の引取りは免税。

○ 同法施行令が「警察の用に供する電気通信設備の電源の用途」を定め

ており、停電の際に通信を維持・確保するための非常用電源装置の燃料が

対象。

（3） 自動車教習用車両の動力源

○ 地方税法上、政令で定める事業を営む者が事業場において使用する機

械の動力源等の用途に供する軽油の引取りは免税。

○ 同法施行令及び施行規則により、道路交通法上の指定自動車教習所の

施設内において、技能教習に使用する車両の燃料が対象。


